
九州総合通信局は、総務省各県テレビ受信者支援センター（デジ

サポ）及び各県地上デジタル放送推進協議会との共催により、共同

受信施設〔都市受信障害対策（いわゆるビル陰）共聴・集合住宅共

聴〕のデジタル化対応に関する説明会及び個別相談会を各県県庁所

在地及び北九州市において開催しました。

九州管内では、２０１１年７月の完全デジタル化（アナログ停波）

に向け中継局の整備が着実に進み、受信エリアは２００９年１２月

末で九州全体の約９５％に拡大しています。

一方で、都市受信障害対策共聴施設のデジタル化対応については

２００９年１１月末で対応率が約４２％にとどまっています。

また、集合住宅共聴施設（アパート・マンション等）のデジタル

化対応については、２００９年９月末で対応率が約８７％と推測さ

れているものの、デジタル化が進みにくい施設（小規模施設、老朽化施設等）への対応が重要な課題となってい

ます。

このような中、都市受信障害対策共聴施設のデジタル化を加速するため国の助成制度を拡充するとともに、平

成２２年度予算案においても共同受信施設の助成制度が盛り込まれたところであり、今回、共同受信施設を介し

て地上デジタル放送を受信するために必要となる改修方法や国の支援制度等についての説明会と個別相談会を開

催したものです。

各会場には、不動産関係者やマンション管理者、アパートオ

ーナーの方が多く参加されました。個別相談会では「所有の集

合住宅はどのように改修すればいいのか」や「国の助成金につ

いて、もっと詳しく教えてほしい」などの相談のほか、「直接

受信に移行してもらう受信者にどのように周知していけばよい

か」などの相談も寄せられました。

今後も、平成２２年度の助成手続きが確定した段階で、この

ような説明会や個別相談会を開催していくこととしています。

ユビキタス九州をめざして～広げる地デジ、活かすブロードバンド

2010.3
Vol.120

総務省九州総合通信局広報誌「パレット」
総 務 省

Ministry of Internal Affairs and Communications

総 務 省
Ministry of Internal Affairs and Communications

～2011年７月２４日にアナログテレビ放送は終了～

【お問合せ先】放送部有線放送課 TEL096-326-7876

開催会場 開催月日 参加者数 相談者数

福岡会場 ２月１７日 ５１ １０

北九州会場 ２月１８日 ２３ ７

熊本会場 ２月１９日 １４ ７

鹿児島会場 ２月２３日 ７４ ２４

宮崎会場 ２月２４日 １９ ３

大分会場 ２月２６日 １３ ４

佐賀会場 ３月 ２日 １７ ４

長崎会場 ３月 ３日 １０ ２

計 ２２１ ６１

共同受信施設のデジタル化対応に関する説明会・個別相談会
～九州管内８会場で開催～

【説明会の様子（熊本会場）】

【テレビカメラも取材に】

【個別相談会の様子（熊本会場）】

【各会場の参加者数等】



１ 応募資格
電話・インターネット等の電気通信サービスに関心がある

満20歳以上の方で、２の活動を行うことが可能な方。ただ
し、総務省及び電気通信事業者に勤務経験のある方並びにそ
のご家族を除きます。
２ 委嘱期間

平成22年６月１日（火）から平成23年３月３１日（木）
までの１０か月間
３ 応募方法
(1) 郵送による応募

はがきの裏面又は封書（用紙適宜）に、下図の要領で記
入のうえ郵送してください。

(2) 電子メールによる応募
件名に「モニター希望」、(1)のはがきによる応募と同

様に必要事項を記入の上、次のメールアドレスあて送信し
てください。

受付メールアドレス：monitor-kyusyu@ml.soumu.go.jp
４ 募集期間

平成22年３月１日
（月）から平成22年
４月２日（金）まで
（なお、郵送につい
ては、当日消印有効。
また、電子メールに
ついては、４月２日
午後５時まで有効。）

政府では情報セキュリティに関する普及啓発強化のため、2月を「情報セキュリティ月間」とし、

情報セキュリティの重要性について、広く国民へ普及・促進を図る観点から、この２月に集中的に

推進しました。

九州総合通信局は、この一環として、熊本県警察本部、熊本県情報セキュリティ推進協議会との

共催により「サイバーセキュリティ・カレッジｉｎ熊本２０１０」を２月２日、熊本市国際交流会

館ホールにおいて開催しました。

当日は、まず総務省総合通信基盤局データ通信課の鵜飼拓男氏から「電気通信事業分野における

情報セキュリティの確保に向けた取組」について講演。続いて、日本アイ・ビー・エム株式会社浦本直彦氏から「クラウドコ

ンピューティングと情報セキュリティ」と題してその対策等についての講演がありました。また、警察庁九州管区警察局の迫

田浩一氏から「情報セキュ

リティに対する脅威」と題

して「無線ＬＡＮの盗聴と

暗号解読の様子」をデモ形

式で紹介があり、参加され

た自治体、教員関係者など

１３０名の方は、最後まで

熱心に耳を傾けられ、情報

セキュリティの意識向上を

図ることができました。

平成２２年４月１日から無線従事者免許証、申請

手続きが変わります！（無線従事者規則の改正）

【お問合せ先】情報通信部 電気通信事業課 TEL096-326-7821

【お問合せ先】情報通信部電気通信事業課 TEL096-326-7821

電気通信サービスモニターを募集

総務省 九州総合通信局「Ｐａｌｅｔｔｅ」編集委員会
〒860-8795 熊本市二の丸１番４号 TEL 096-326-7810 FAX 096-356-3523  URL http://www.soumu.go.jp/soutsu/kyushu/

サイバーセキュリティ・カレッジin熊本２０１０

【お問合せ先】無線通信部航空海上課 TEL096-326-7831

【サイバーセキュリティ・カレッジの様子】

免許証

無線従事者免許証がプラスチックカードになります！

・運転免許証やクレジットカードと同サイズのプラス
チックカードになり、従来より耐久性携帯性が大き
く向上します。

アマチュア資格の免許証記載事項にも英文が併記さ
れます！

・外国での資格識別が容易になることが期待できます。

＊現在お持ちの無線従事者免許証は引続き有効です

申請手続き

申請書・写真サイズを統一！
・資格ごとに異なっていた申請書、写真を１種類に
統一します。

（現在の申請書は４月１日以降は使えません）
氏名及び生年月日を証する書類の添付を省略でき
る要件に、他の資格の免許証等の番号を記載した
場合を追加します！
免許証の訂正がなくなり、氏名変更の場合も再交付
申請をおこなっていただくようになります！

詳細につきましては、「総務省電波利用ホームページ（電波利用
に関する制度）」に掲載中です。
http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/operator/apchange/index.htm

http://www.soumu.go.jp/soutsu/kyushu/press/100219-1-1.html

【総務省の鵜飼氏】

総務省では、電気通信サービスを安心して利用するこ

とができるよう、利用される皆様の視点に立った電気通

信行政の推進に取り組んでいるところですが、電気通信

サービスに関する利用者のご意見やご要望を幅広くお聞

かせいただくため、平成22年度電気通信サービスモニ

ターを次のとおり募集します。

【詳細ＵＲＬ】
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